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項目 前回懇談会の主な意見 対応案

（1）代替案について

○雨水貯留施設・雨水浸透施設は、効果は
小さいが、今後の土地利用の変化など検
討した上で、対策が不足していると示した
方が良い。また、継続して設置し、共感が
得られるようにするべきだ。

○雨水貯留施設・雨水浸透施設等の流域対策は、関係機関と連携して引き続き検討
を行う。
原案P131：内水域の流出抑制対策は関係機関と連携して取り組むことを記述。

○樹木伐採は、水衝部の水制の役割や、生
物の多様性などにも配慮しながら整備を
進めることが必要である。

○原案P141：「治水と環境の調和を図ることが可能な、河道掘削と樹木伐開の適切
な組み合わせ手法を確立するため、川の営みを活かした持続可能な河道形状を
調査・検討し、それらにより得られた知見を評価・分析し、必要な対策を検討し実施
します」と記述。

（2）防災・減災について

○ICTおよび最新の技術を活用しつつ、太
田川全体の防災減災に寄与する取り組
みが必要である。

○原案に記載
原案P149：7)河川管理施設の操作等に遠隔操作について記述。
原案P147：(5)情報収集のデータ蓄積にXRAINを記述。

（3）洪水調節施設に
ついて

○既設発電ダムを有効活用し、水力発電と
洪水調節のバランスがとれたダムの配置
が必要である。

○ダムによる洪水貯留は、中小規模洪水時
の河川のダイナミズムや土砂・栄養分の
供給に影響を与えるため、配慮が必要で
ある。

〇滝山川は河川の生産性・多様性の面から
温井ダムの影響を受けていることを懸念
している。

○既設発電ダムを有効活用し、整備計画変更目標を達成する洪水調節機能の向上
方策を立案し、治水安全度・概算費用・実現性・持続性・柔軟性・地域社会への影
響・環境への影響について整理する。

○中小規模洪水における河川のダイナミズムに配慮し、通常時は水を貯留しない流
水型ダムも含め、環境への影響を軽減する方法について検討する。

○温井ダムでは、５年に１回の頻度でダム等フォローアップ制度に基づき、環境モニ
タリング調査結果や環境改善対策の取り組みをふまえた審議を行い、今後の管理
方針をとりまとめている。

（4）その他

○総合的な治水対策を進めるためには、内
水の検討も必要と考えられる。

○洪水調節施設と河道掘削により、外水位を低下させるため、内水に対しても効果
が期待される。

〇水門や護岸等の整備にあたっては、周辺
の景観との調和等についても配慮して頂
きたい。

○原案に記載
原案P146：地域との連携に「水の都」と称される太田川の景観保全について記述。

－
○あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」への転換
○既存の利水ダムの治水活用（治水協力）がR2.5.29に締結された。

第11回 太田川河川整備懇談会第13回 太田川河川整備懇談会 主な意見、対応方針 第14回 太田川河川整備懇談会
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１．（1）代替案について 1)流域対策メニュー 第14回 太田川河川整備懇談会
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■洪水を処理する方法として、河川を中心とした河道改修や洪水調節施設の他に、流域における貯留や浸透による対策や流域における土地利用等の対策による総合
治水対策があります。

■太田川流域において、治水基準点である玖村地点に対する効果が期待できる流域対策の流量低減効果を検討しました。

出典：総合治水対策のプログラム評価に関する検討会 第1回検討会資料



１．（1）代替案について 1)流域対策メニュー 第14回 太田川河川整備懇談会

＜雨水貯留施設＞

■都市部における保水機能の維持のために、雨水を貯留させる施設です。地形
や土地利用の状況等によって、河道のピーク流量を低減させる場合があり、効
果が発現する場所は対策実施箇所の下流です。
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出典：今後の治水対策のあり方に関する有識者会議

降雨

校庭

＜雨水浸透施設＞

■都市部における保水機能の維持のために、雨水を浸透させる施設です。地形
や土地利用の状況等によって、河道のピーク流量を低減させる場合があり、効
果が発現する場所は対策施箇所の下流です。

イメージ図

出典：国土交通省HP、河川事業概要

＜水田等の保全＞

■雨水を一時貯留、地下浸透させるという水田の機能を保全します。現況
の水田の保全によって一時的貯留することによって河道への流出抑制
できるが流下能力の向上に寄与しません。

出典：河川用語集：国土技術政策総合研究所



１．（1）代替案について 2)雨水貯留施設 第14回 太田川河川整備懇談会

■雨水の河川への流出を抑制する効果として、学校のグラウンドに雨水を貯留させる機能を持たせた場合の検討を行いました。

■玖村地点上流域の学校の校庭の貯留総量は、玖村地点上流の流域面積に降る降雨量に換算すると約0.11mmとなり、洪水ピーク流量の低減に寄与しないため、変
更河川整備計画の目標に対しては対象外とします。

■しかし、中小規模洪水や内水には効果があることから、関係機関と連携しながら検討します。
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太田川流域における学校の分布

流量

①流域面積 約1,505km2

②雨水貯留施設面積 約1.3km2

③雨水貯留施設容量 約167千m3

④貯留増加量（③/①）
（降雨換算）

約0.11mm

雨水貯留施設による流量低減量

凡例
太田川流域
河川
学校

基準地点：玖村地点

温井ダム

(④貯留増加量)＝(③雨水貯留施設容量)÷(①流域面積)

30cm分貯留



１．（1）代替案について 3)雨水浸透施設 第14回 太田川河川整備懇談会
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■雨水の河川への流出を抑制するため、建物に浸透ますを設置し、雨水を貯留させる機能を持たせた場合の検討を行いました。

■玖村地点上流域の宅地に浸透させた計算を実施したところ、玖村地点上流域の宅地に浸透させた貯留総量は、玖村地点上流の流域面積に降る降雨量に換算する
と約0.2mmとなり、洪水ピーク流量の低減に寄与しないため、変更河川整備計画の目標に対しては対象外とします。

■しかし、中小規模洪水や内水には効果があることから、関係機関と連携しながら検討します。

流量

①流域面積 約1,505km2

②雨水貯留施設面積 約44.1km2

③雨水貯留施設容量 約220.5千m3

④貯留増加量（③/①）
（降雨換算）

約0.2mm

雨水浸透施設による流量低減量

(④貯留増加量)＝(③雨水貯留施設容量)÷(①流域面積)

5mm/hr浸透

太田川流域における建物用地分布

凡例
太田川流域
河川
建物用地

基準地点：玖村地点

温井ダム



１．（1）代替案について 4)水田貯留 第14回 太田川河川整備懇談会
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太田川流域における水田分布

凡例
太田川流域
河川
水田

■雨水の河川への流出を抑制するため、水田の畦畔をかさ上げし、雨水を貯留させる機能を持たせた場合の検討を行いました。

■玖村地点上流域の水田をかさ上げした場合の貯留総量は、玖村地点上流の流域面積に降る降雨量に換算すると約7.9mmとなり、洪水ピーク流量の低減に寄与しな
いため、変更河川整備計画の目標に対しては対象外とします。

■しかし、中小規模洪水や内水には効果があることから、関係機関と連携しながら検討します。

流量

①流域面積 約1,505km2

②水田面積 約79.14km2

③水田容量 約11,871千m3

④貯留増加量（③/①）
（降雨換算）

約7.9mm

水田貯留による流量低減量

温井ダム

基準地点：玖村地点

15㎝かさ上げ

(④貯留増加量)＝(③水田容量)÷(①流域面積)
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１．（3）洪水調節施設について 1) 目標流量に対する既設洪水調節施設による調節 第14回 太田川河川整備懇談会

■太田川水系における主な既設ダムとして、立岩ダム(中国電力)、樽床ダム(中国電力)、王泊ダム（中国電力）温井ダム(国土交通省)があります。
■整備計画変更目標である昭和26年洪水波形の年超過確率1/100程度の降雨における各流域での流出率をみると、本川上流、柴木川、滝山川流域が半数以上

を占め、その中でも、立岩ダム、温井ダム上流域の占める割合が高いと考えられます。
■整備計画変更目標(基準点玖村地点：10,200m3/s)に対して、温井ダムの現行操作(暫定操作)では約1,500m3/sの洪水調節を行うことが可能であり、治水容量の

約60%を使用することで、十分な洪水調節機能を果たしています。
■高い洪水調節効果が期待される立岩ダムについて、減電を極力発生させない有効活用を検討した上で、新たな洪水調節施設を組み合わせることで、整備計

画目標を達成する案を立案し、様々な視点で総合的に整理します。

昭和26年10月 等雨量線図（2日雨量）
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１．（3）洪水調節施設について 2) 発電施設 第14回 太田川河川整備懇談会
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■中国電力（株）が保有する太田川水系の発電所は15設備あります。
■立岩ダムから取水された水は、上流から打梨(発)、土居(発)、吉ヶ瀬(発)、間野平(発)、太田川(発)の5設備で発電に使用されています（シリーズ発電）。
■発電形式はダム水路式または水路式です。
■自然エネルギーを活用した発電システムのため、極力、減電が生じない施策を検討していく必要があります。

樽床ダム

立岩ダム

温井ダム

王泊ダム

打梨発電所

鱒溜ダム

土居発電所

正地取水ダム

柴木川第二発電所

柴木川ダム

柴木川第一発電所

吉ヶ瀬発電所

宇賀ダム

間野平発電所

太田川発電所

温井発電所
滝本発電所

加計発電所
滝本ダム

滝山川発電所

芸北発電所

下山発電所

安野発電所 南原ダム
南原発電所

立岩ダム関連発電所

発電所名 使用水量 出力

打梨発電所 24.00m3/s 23,600kW

土居発電所 7.60m3/s 8,200kW

吉ヶ瀬発電所 20.00m3/s 18,900kW

間野平発電所 25.00m3/s 9,000kW

33.00m3/s 15,000kW

太田川発電所 50.00m3/s 16,４00kW

中国電力保有の太田川水系発電所位置図

打梨発電所

鱒溜ダム

注）国土地理院 電子国土Webより導水路鉄管を記載した

柴
木
川→

古
川→



１．（3）洪水調節施設について 3) ダム新設時の環境配慮のイメージ～流水型ダムについて～ 第14回 太田川河川整備懇談会

■新設ダムについては、通常時には水を貯留せず、洪水時に水を貯留する流水型ダム等、環境負荷が少ないダムの採用を検討しています。

■供用中の流水型ダムは、平成17年に完成した益田川ダム（島根県）のほか、平成24年に完成した辰巳ダム（石川県）、西之谷ダム（鹿児島県）がある。
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参考資料： 流水型ダムについて 国土交通省HP
益田川ダムパンフレット
益田川ダム工事誌
益田川ダムの管理開始から現在までの状況について 島根県HP

流水型ダムの事例 益田川ダム（島根県）

益田川ダムの諸元

平水時（上流面）

出水時の状況 Q＝200m3/s （H18.7）

貯水池内

下流河川

平水時（下流面）



１ 温井ダム管理フォローアップ委員会の目的と経緯１．（3）洪水調節施設について 4) ダム下流河川の環境 ～温井ダムの事例（H２８公表）～ 第14回 太田川河川整備懇談会

■温井ダムの管理については、ダム等の管理に係るフォローアップ制度に基づいて、概ね5年後にダム等フォローアップ委員会において審議されています。

■前回は平成28年度（次回は令和2年度に予定）に審議され、“環境”も審議項目の一つとなっています。

■本資料では平成28年度に委員会資料になっており、環境改善を実施しています。

２００２(平成１４年） ４月 温井ダム 管理開始

２００６(平成１８)年度 フォローアップ委員会（温井ダム）

２０１１(平成２３)年度 フォローアップ委員会（温井ダム）

２０１６(平成２８)年度 フォローアップ委員会（温井ダム）
本資料ではこの段階
の成果を説明（H２３
～H２７の管理状況）

２０２０(令和2)年度 フォローアップ委員会（温井ダム）
開催予定

H２８～R１の管理状況
が審議の対象

温井ダムのフォローアップ実施経緯

平成２８年に示した“環境”面に対する今後の管理方針

①今後も自然環境の保全に留意しながら、河川水
辺の国勢調査等を実施し、ダム湖周辺の環境を
継続的に監視していく。

②特定外来生物等の外来種については、分布域の
拡大、在来種への影響などに留意し、今後も生息
・生育状況の継続的な把握に努める。

③環境保全対策の対象となった生物は、原則とし
て、河川水辺の国勢調査等の中で監視する。ま
た、ダム下流河川環境の監視については、引き
続き効果的なフラッシュ放流と置砂による環境改
善を実施していく。

平成28年の温井ダムのフォローアップ実施状況（現地WG 委員会） 10



①内水位＞外水位

太田川の水位（外水位）が、内水河川の水位（内水位）よりも低い
時は、樋門のゲートを開けたままにし、内水河川の水（内水）を樋門
から太田川に自然に流下させる。

②内水位＝外水位（上昇中）

太田川の水位（外水位）が上昇し、内水河川の水位（内水位）と同じ
になると、太田川からの逆流を防ぐため樋門のゲートを閉める。

太田川（外水位）

Ｐ

内水河川
（内水位）

ゲート

ポンプ

③内水位＜外水位

太田川の水位（外水位）が、内水河川の水位（内水位）よりも高い
時は、樋門のゲートは閉めたままにし、内水河川の水（内水）をポン
プにより太田川に流す。

太田川（外水位）

Ｐ
ゲート

ポンプ

太田川（外水位）
Ｐ

ゲート

ポンプ

④内水位≧外水位（下降中）

太田川の水位（外水）が下降し、内水河川の水位（内水位）以下
になると、樋門のゲートを開けて、内水河川の水（内水）を樋門か
ら太田川に自然に流下させる。

Ｐ ゲート

ポンプ

ポンプ排水

内水河川
（内水位）

内水河川
（内水位） 太田川（外水位）

内水河川
（内水位）

１．（4）その他 1)洪水調節施設の整備等による内水に対する効果 第14回 太田川河川整備懇談会

■内水は、外水位が内水位よりも低い場合には外水河川に流下できますが、外水位が内水位よりも高い場合には樋門等のゲートを閉鎖し、ポンプ等により排水します。

■河道掘削や上流に洪水調節施設等を整備することにより、外水位を低下させることは、内水被害軽減に対しても効果が期待されます。

計画高水位（HWL） 計画高水位（HWL）

計画高水位（HWL）計画高水位（HWL）

外水位が計画高水位(HWL)以上
になるとポンプ排水が停止

11



集水域
都道府県・市町村、
企業、住民

河川
国・都道府県・市町村、
利水者

氾濫域
国・都道府県・市町村、
企業、住民

氾濫を防ぐための対策
～ハザードへの対応～

被害対象を減少させるための対策
～暴露への対応～

被害の軽減・早期復旧・復興のための対策
～脆弱性への対応～

二線堤等の整備
⇒ 市町村

（ためる）※

雨水貯留施設の整備、
田んぼやため池等の高度利用
⇒ 都道府県・市町村、企業、住民

（氾濫水を早く排除する）
排水門の整備、排水ポンプの設置

⇒ 市町村等

（避難態勢を強化する）
ICTを活用した河川情報の充実
浸水想定等の空白地帯の解消

⇒ 国・都道府県・市町村・企業

（被害範囲を減らす）
土地利用規制、高台まちづくり

⇒ 国・都道府県・市町村、企業、住民

（早期復旧・復興に備える）
BCPの策定、水災害保険の活用

⇒ 市町村、企業、住民

（移転する）
リスクが高いエリアからの移転促進

⇒ 市町村、企業、住民

（支援体制を充実する）
TEC‐FORCEの体制強化

⇒ 国・企業

（氾濫水を減らす）
堤防強化等
⇒ 国・都道府県

（安全に流す）
河床掘削、引堤、放水路、砂防堰堤、遊砂地、
雨水排水施設等の整備
⇒ 国・都道府県・市町村

ダム、遊水地等の整備・活用
⇒ 国・都道府県・市町村、利水者

（しみこませる）※

雨水浸透施設（浸透ます等）の整備
⇒ 都道府県・市町村、企業、住民

（被害を軽減する）
建築規制・建築構造の工夫

⇒ 市町村、企業、住民

気候変動による⽔災害リスクの増⼤に備えるためには、これまでの河川管理者等の取組だけでなく、集⽔域から
氾濫域にわたる流域に関わる関係者が、主体的に取組む社会を構築する必要がある。

◆河川・下⽔道管理者等による治⽔に加え、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住⺠等）により流域全体で⾏
う治⽔「流域治⽔」へ転換することによって、施策や⼿段を充実し、それらを適切に組合せ、加速化させることによって効率
的・効果的な安全度向上を実現する。

◆併せて、⾃然環境が有する多様な機能を活⽤したグリーンインフラを、官⺠連携・分野横断により推進し、⾬⽔の貯留・浸
透を図る。

課題

対応

※グリーンインフラ関係施策と併せて推進

河川での対策 集水域での対策 氾濫域での対策
凡例
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１．（4）その他 2)あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」への転換 第14回 太田川河川整備懇談会

出典：第23回 国と地方のシステムワーキング・グループ 配付資料



◆河川・下⽔道管理者等による治⽔に加え、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住⺠等）により流域全体で⾏
う治⽔「流域治⽔」へ転換することによって、施策や⼿段を充実し、それらを適切に組合せ、加速化させることによって効率
的・効果的な安全度向上を実現する。

対応

河川・下⽔道管理者による対策 市町村や⺠間等による対策

遊水地

公共施設地下貯留（東京ドーム）

堤防整備 既存の利水ダムの治水活用
防災調整池

既存の利⽔ダムにおいて貯留⽔を
事前に放流し⽔害対策に活⽤

事前に放流

洪水調節

放流施設
の新設等

洪水発生前に、利水容量の
一部を事前に放流し、洪水調
節に活用

（既存ダムの活用例）

ダム建設・ダム再生

かさ上げイメージ

大規模地下貯留施設（下水道）

「流域治⽔」の具体例
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１．（4）その他 2)あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」への転換 第14回 太田川河川整備懇談会

出典：第23回 国と地方のシステムワーキング・グループ 配付資料



１．（4）その他 3)既存の利水ダムの治水活用（治水協力） 第14回 太田川河川整備懇談会

出典：既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議 第1回資料 14



１．（4）その他 3)既存の利水ダムの治水活用（治水協力） 第14回 太田川河川整備懇談会

15
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１．（4）その他 3)既存の利水ダムの治水活用（治水協力） 第14回 太田川河川整備懇談会

出典：事前放流ガイドラインについて 抜粋



１．（4）その他 3)既存の利水ダムの治水活用（治水協力） 第14回 太田川河川整備懇談会

出典：事前放流ガイドラインについて 17



第14回 太田川河川整備懇談会

出典：太田川水系治水協定 別紙 抜粋

１．（4）その他 3)既存の利水ダムの治水活用（治水協力）

◆太田川流域のダム（治水協力対象ダム）

第14回 太田川河川整備懇談会

洪水調節可能容量は、あくまでも一定の条件下で算定したもので、洪水が発生する３日
前から放流設備等を使用した放流により、ダムの構造上確保できる最大の容量、又は水
利用への補給を行う可能性が低い期間等において水位を低下させた状態とする貯水池運
用を行うことにより確保可能な容量である。
一方、確保容量は、ダムの実運用を考慮したうえで、台風等により洪水の発生が予測さ

れる毎に、ダム上流域の予測降雨量から求めるダムの総流入量をもとに、事前放流により
貯水位を低下させて確保する容量である。

事前放流は洪水調節可能容量の範囲内で行われ、
降雨毎に確保容量を算出し、この容量を目標に放流する。

利水ダム 中国電力ダム

出典：太田川減災協議会報告資料（ダム部会） 18


